
福岡市データ連携基盤（非パーソナル）利用規約 

 

（目的）  

第１条 本利用規約は、福岡市（以下「市」という。）が提供するデータ連

携基盤（非パーソナル）（以下「基盤」という。）の利用に際し、基盤利

用者が遵守すべき事項を定める。  

 

（定義）  

第２条 本利用規約において使用する用語は、次の各号の意味で使用する。  

（１）「基盤利用者」とは、本利用規約に同意の上、基盤を介してデータ

を提供又は利用する者をいう。  

（２）「データ提供者」とは、基盤を介してデータ利用者にデータを提供

する者をいう。 

（３）「データ利用者」とは、基盤を介してデータ提供者が提供するデー

タを利用する者をいう。  

（４）「利用者認証情報」とは、基盤利用者を特定するために市が基盤利

用者に対し提供する認証情報をいう。  

（５）「基盤利用アプリケーション」とは、基盤から取得したデータを利

用するアプリケーションプログラム等をいう。  

（６）「基盤提供情報」とは、基盤を経由して基盤利用アプリケーション

に提供される情報をいう。  

（７）「エンドユーザー」とは、基盤利用アプリケーションを利用するユ

ーザーをいう。  

 

（基盤利用者登録）  

第３条 基盤の利用を希望する者は、本利用規約に同意し真正かつ正確な

所定の情報（以下「登録事項」という。）を提供することにより、市に

対し、基盤の利用者認証情報の登録を申請することができる。  

２ 市は、前項の申請に対する登録の可否を判断し登録を認める場合には、

その旨を申請者に通知するものとする。  

３ 基盤利用者の名称、所在地その他の登録事項に変更が生じた場合、当

該基盤利用者は直ちにその旨を市に届け出るものとする。なお、基盤の

利用を終了する場合も同様の取扱いとする。  

 

（利用者認証情報の発行及び管理）  

第４条 市は、登録の完了した基盤利用者に対し、利用者認証情報を発行

する。  



２ 基盤利用者は、市から発行された利用者認証情報を自己の責任におい

て厳重に管理するものとし、これを第三者に対し、貸与、譲渡、売買そ

の他の一切の処分をしてはならないものとする。ただし、市が基盤利用

者の申出により個別に認めた第三者に関しては、利用者認証情報の利

用を認めるものとする。  

３ 基盤利用者による利用者認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三

者による使用等による損害の責任は基盤利用者が負うものとし、市は

一切責任を負わないものとする。  

４ 基盤利用者は、利用者認証情報が第三者により不正に利用されたこと

又はその可能性を認知した場合、直ちに市に通知するとともに、利用者

認証情報を再発行するための手続を執る等市の求める措置を講ずるも

のとする。  

 

（基盤の提供条件）  

第５条 市は、本利用規約の定めに従うことを条件として、基盤利用者に

基盤を非独占的に使用させることを許諾する。  

２ 市は、基盤利用者に事前の通知をすることなく、基盤の全部又は一部

の仕様をいつでも変更することができるものとする。  

３ 市は、基盤の負荷状況に応じて基盤の利用の制限をかけることができ

るものとする。  

４ 基盤利用者は、自らの費用と責任において、ハードウェア、ソフトウ

ェアその他の機器、インターネット接続回線等、基盤の利用に必要な環

境（以下「利用環境」という。）の一切を整備するものとする。  

５ 基盤利用者は、自己の利用環境に応じて、コンピューターウイルスの

感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策

を自らの費用と責任において講ずるものとする。  

６ 市は、基盤に係るコンピューターシステムの定期的な点検又は保守作

業を行う場合、その他運用や技術上、基盤の停止が必要であると判断し

た場合には、データ利用者に事前に通知の上、基盤の利用の全部又は一

部を停止することができるものとする。  

７ 前項の規定に関わらず、市は、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、基盤利用者に事前に通知することなく、基盤の利用の全部又は一部

を停止することができるものとする。  

（１）基盤に係るコンピューターシステムの緊急の点検又は保守作業を

行う場合  

（２）基盤に係るコンピューターシステムの通信回線等が事故により停

止した場合  



（３）火災、停電、事故、天災地変などの不可抗力により基盤の提供がで

きなくなった場合  

（４）その他、運用や技術上、市が緊急の停止が必要であると判断した場

合  

 

（利用料）  

第６条 基盤の利用にあたり、その利用料は、当分の間無料とする。  

 

（データ提供者の義務・責任）  

第７条 データ提供者は、データの内容や適法性等について責任を負うこ

ととし、データの内容や適法性等について適切であると確認した上で

提供を行うものとする。  

２ データ提供者は、データの内容や適法性等に問題があると判明した場

合は、直ちに提供を取りやめることとし、市に報告するものとする。  

 

（データ利用者の義務・責任）  

第８条 データ利用者は、自己の費用及び責任において基盤利用アプリケ

ーション及びこれに関連するサービスをエンドユーザーに提供するも

のとする。  

２ データ利用者は、提供されたデータに付された利用条件の範囲内で、

提供データを利用するものとする。  

３ データ利用者は、第３条で申請した利用目的以外の目的で、提供され

たデータの利用（派生データを含む）をしないこと。  

４ データ利用者は、提供されたデータを第三者（会員が法人である場合、

その親会社、子会社及び関連会社も第三者に含まれる）に開示、提供、

漏えいしないこと。 

５ 提供されたデータ及びその派生データの管理は、適切な管理手段を用

いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとする。 

６ データ利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサー

ビスの提供にあたり、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関す

る法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の法令を

遵守するものとする。  

７ データ利用者は、基盤の利用又は基盤利用アプリケーション及びこれ

に関連するサービスの提供に関し、不正アクセス等が行われた場合、不

正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等もしくは財産の処分が

判明した場合、又はそれらの具体的な可能性を認識した場合、直ちに市

に報告するものとする。  



８ データ利用者は、前項の場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、

市と協力して原因の究明及び対策を行うものとする。市は、十分な対策

が講じられるまでの間、当該データ利用者の基盤の利用を制限又は停

止することができるものとする。データ利用者は、不正アクセス等の発

生時に原因の調査等を行うことができるよう必要なアクセスログの記

録及び保存を行うものとする。  

 

（禁止事項）  

第９条 基盤利用者は、基盤の利用又は基盤利用アプリケーション及びこ

れに関連するサービスに関し、自ら又は第三者を利用して、次の各項に

該当する行為を行ってはならないものとする。  

（１）法令、条例又は公序良俗に反する行為  

（２）国民の安全に脅威を与える行為  

（３）市もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はそのお

それのある行為  

（４）基盤の運用や第三者による利用を妨害する行為、又はそのおそれの

ある行為  

（５）短時間における大量アクセスその他基盤の運用に支障を与える行

為、又はそのおそれのある行為  

（６）以下の内容を含むサイトやアプリケーション上又はアプリケーシ

ョン内で、基盤又は基盤提供情報を利用する行為  

ア 公序良俗・法令等に違反し、又はそのおそれのある表現  

イ 市又は第三者の財産権、知的財産権（著作権、特許権、商標権その

他の財産権を含む。以下同じ。）、信用、名誉、プライバシー権、肖像

権その他の権利を侵害しているもの  

ウ コンピューターウイルス等のソフトウェア、ハードウェア又は通信

機器等の適切な動作を妨害、破壊もしくは制限し、又はそのおそれの

あるもの  

エ その他市が不適当と判断するもの  

（７）暴力的要求行為（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第９条各号に定める行為をいう。）  

（８）風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を棄

損し、又は相手方の業務を妨害する行為  

（９）反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資する行為  

（10）上記各号の他、市が基盤利用者による基盤の利用を不適切と判断す

る行為  

 



（利用解除）  

第１０条 市は、基盤利用者が本利用規約に違反した場合、その原因に係

る当該基盤利用者の帰責性の有無に関わらず、事前の通告なしに、第３

条に基づく登録を解除することができる。  

 

（権利の帰属・利用）  

第１１条 基盤に係る知的財産権は、市又は当該権利を有する第三者に帰

属するものとし、基盤利用者は、いかなる権利も取得しないものとする。  

２ データ利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサー

ビスを提供するにあたり、市又は当該権利を有する第三者所定の方法

によってのみ、市又は当該権利を有する第三者の商標及び商号等を使

用することができるものとする。  

３ データ提供者から提供されたデータの権利は当該権利を有する者に

帰属する。  

 

（免責）  

第１２条 市は、基盤について次の各号につき、いかなる保証も行うもの

ではない。さらに、基盤利用者が市から直接又は間接に基盤に関する情

報を得た場合であっても、市は基盤利用者に対し本利用規約において

規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではない。  

（１）基盤の利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと  

（２）基盤又は基盤提供情報の正確性、信頼性、完全性、適法性、非侵害

性、有効性、目的適合性  

（３）基盤を提供するためのシステムにエラー、バグ、不具合、中断その

他の瑕疵又はセキュリティ上の欠陥が存在しないこと  

（４）基盤利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性  

２ 市は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの

停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力によ

り基盤利用者に生じた損害について責任を負わない。  

３ 基盤から取得するデータの内容や適法性等については、データ提供者

の責任とし、市は責任を負わない。  

４ 基盤利用者の本利用規約違反又は基盤利用者による第三者の権利侵

害に起因又は関連して生じた全ての苦情や請求については、基盤利用

者自身の費用と責任で解決するものとし、市は責任を負わない。  

５ 予告することなく基盤又は基盤提供情報の名称や内容等の改変、削除、

提供の停止が行われた場合であっても、それに起因又は関連して発生

する損害について、市は責任を負わない。  



 

（補償・賠償）  

第１３条 基盤利用者は、本利用規約の違反により市又は第三者（エンド

ユーザーを含む。）に損害が発生した場合、当該損害の額を賠償するも

のとする。  

２ 基盤利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービ

スの提供に関連して、第三者（エンドユーザーを含む。）との間で生じ

たクレーム、請求その他の紛争等については、自らの費用と責任におい

て解決するものとする。  

３ 市は、市の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる場合にも、

基盤の利用に関して基盤利用者に生じた損害について損害賠償責任を

負わないものとする。  

４ 市が損害賠償責任を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲は、

基盤利用者に現実に発生した直接かつ通常生じる範囲内の損害に限る

ものとし、逸失利益及び特別の事情から生じた損害については責任を

負わないものとする。  

 

（暴力団の排除） 

第１４条 基盤利用者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号。以下この項において「暴対法」という。）第

２条第２号に規定する団体（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構

成員（暴対法第２条第６号に規定する者（構成員とみなされる場合を含

む。）。以下「構成員等」という。）のいずれにも該当しないことを表明

し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約する。 

２ 市は、基盤利用者が本条に違反した場合又は福岡県警察本部からの通

知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催

促をすることなく第３条に基づく登録を解除することができる。 

（１）役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に

関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者その

他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。）

が、暴力団又は構成員等であると認められるとき。 

（２）暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められる

者に基盤利用に関する権利を譲渡したとき。 

（３）役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等に対して、資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運

営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。  



（４）自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと

認められるとき。 

（５）構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用し

ていると認められるとき。 

（６）役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者

の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴

力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援

助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。 

（７）役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等であることを知りながら

これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 

（８）役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的

に非難される関係を有していると認められるとき。 

（９）基盤利用者が実施する基盤の利用に関連する事業内において、協定

又は契約その他（以下「協定等」という。）をもって本事業の関係者と

するに当たり、その相手方が第１号から第８号までのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と協定等を締結したと認められるとき。 

（１０）基盤利用者が、第１号から第８号までのいずれかに該当する者を

協定等の相手方としていた場合（第９号に該当する場合を除く。）に、

市が基盤利用者に対して当該協定等の解除を求め、基盤利用者がこれ

に従わなかったとき。 

３ 市は、必要に応じて、本条第１項及び第２項の確認のため、基盤利用

者に対し、書面等による確認を求めることができ、福岡県警察本部へ照

会することができる。 

４ 市は、前項に基づく解除により基盤利用者に損害が生じた場合であっ

ても、当該損害の賠償義務を負わず、当該解除に起因して自己に生じた

損害については、基盤利用者に対し損害賠償請求することができる。 

５ 本条第２項第１０号の規定により、協定等が解除されたことにより生

じる当該協定等当事者の損害その他同号の規定により市が基盤利用者

に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、基盤利

用者が一切の責任を負うものとする。 

 

（秘密保持）  

第１５条 データ利用者は、データ提供者がデータ利用者に対して秘密に

扱うことを指定して開示した情報について、データ提供者の事前の書

面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三

者に開示しないものとする。  



 

（個人情報の取扱）  

第１６条 市は、基盤の提供に関して個人情報を取り扱う場合、利用者認

証情報について市が別途定める個人情報保護方針（プライバシーポリ

シー）に則り、適切に取り扱う。  

 

（規約の変更）  

第１７条 市は、本利用規約を変更する旨及び変更後の内容並びに変更の

効力発生時期を予め周知することにより、基盤利用者の個別の承諾を

得ることなく、本利用規約の内容を変更することができるものとする。

変更後の本利用規約の効力は、市が予め周知した変更の効力発生時期

より効力を生じるものとする。  

 

（提供の終了）  

第１８条 市は、市の都合により基盤の提供を終了することができる。こ

の場合、市は基盤利用者に事前に通知するものとする。  

 

（連絡・通知）  

第１９条 市から基盤利用者への連絡は、電子メールの送信、又はインタ

ーネット上の市のＷｅｂサイトへの掲載等、市が適当と判断する通知

手段によって行う。  

２ 基盤利用者は、市に対し、有効に受信可能なメールアドレスを届け出

るものとし、不通、廃止その他の事情によってメールアドレスの変更を

要する場合、直ちに所定の変更届を提出するものとする。  

３ 基盤利用者は、市から基盤利用者宛に送信される電子メールの受信を

拒否する設定等を行ってはならない。  

４ 市が基盤利用者から届出のあったメールアドレス宛に電子メールに

よって連絡した場合、届出事項の不備又は変更、受信拒否設定、通信事

情その他市の責めによらない事由により延着又は不着となった時であ

っても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。  

５ 基盤利用者から市への連絡は、電子メールによる方法にて行うものと

する。ただし、別途、市が指定した場合はこの限りではない。 

 

（分離可能性）  

第２０条 本利用規約のいずれかの条項が法令又は裁判所により無効又

は執行不能であるとされた場合であっても、本利用規約のその他の条

項の有効性に影響を与えないものとする。  



 

（準拠法令及び管轄裁判所）  

第２１条 本利用規約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈される。  

２ 基盤の利用及び本利用規約に関する紛争については、福岡地方裁判所

を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。  

 

附 則  

本利用規約は、令和７年（２０２５年）４月１日から施行する。  


